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番組表 月号養 父 市ケーブルテレビジョン １０

◆ケーブルテレビに関するお問い合わせ

　市役所政策監理部情報センター（ふれあいネット）

　兵庫県養父市八鹿町高柳２７０２崖３　　緯 ６６３崖２６００　FAX ６６３崖２３８５

１０ 月 の み ど こ ろ

ふれあいネットからの

お知らせとお願い

★「九鹿ざんざか踊り」
　但馬で最も古い歴史をもつといわれる九鹿ざん

ざか踊り。兵庫県の指定文化財に指定される伝統あ

る踊りが、今年も日枝神社境内などで披露されます。

◆放送チャンネル／５チャンネル

※「ふれあいトピックス」は火・金曜日の１９：３０に更新します。

※都合により番組が変更になることがあります。ご了承ください。

土・日曜日月～金曜日開始時間

ショップチャンネル６：００

ふれあいトピックス７：００

サイエンスチャンネルアグリネット　８：００

ふれあいトピックス１０：００

アグリネット

アグリネット

１１：００

こんにちは県警です１１：３０

ザ・メイキング１１：４５

ふれあいトピックス１２：００

ケーブルテレビ広域連携番組アグリネット　１３：００

ふれあいトピックス１４：００

サイエンスチャンネル１５：００

ふれあいトピックス（火・金曜日に更新）１９：３０

こんにちは県警です２０：３０

ザ・メイキング２０：４５

ふれあいトピックス２１：００

ケーブルテレビ広域連携番組サイエンスチャンネル２２：００

ふれあいトピックス２３：００

ショップチャンネル　※午前０時～７時２４：００

５ch（コミュニティチャンネル）番組案内
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☆「ふれあいネットでは、特集番組を随時

　制作中！」
　ふれあいネットでは、「パワフル企業」、「旬のクッ

キング」、「八鹿病院ニュース」など、特集番組を随時

制作中です。ふれあいトピックスの番組宣伝で、そ

の都度放送日程をお知らせします。

　ぜひ、ふれあいネットの特集番組をご覧ください。

◆放送チャンネル／５チャンネル（ふれあいトピックスほか）

　ケーブルテレビ使用料等を口座振替で納付さ

れている方は、第３期の引き落とし日が１０月２６

日となっています。

　なお、テレビ使用料等を長期にわたり納付され

ない場合は、条例に基づき、テレビ放送を止め

させていただきます。この場合、テレビ全チャン

ネル、ケーブル電話、インターネットサービス

等すべての利用ができなくなりますのでご了承

ください。

◎１０月はテレビ使用料等の納付月です！

減免額減　免　事　由

全　額 生活保護法の規定による保護を受けている加入者等第１号

半　額

 独居の者で満７０歳以上の加入者等第２号

 業務区域内に住居を有するも、居住を常としない加入者等（１年のうち２５０日以上居住しない）第３号

 視覚障害又は聴覚障害により身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交  
 付を受けている者で、かつ、主たる生計維持者である加入者等

第４号

 前号以外の障害により障害の級別が１級又は２級の身体障害者手帳の交付を受けている者で、  
 かつ、主たる生計維持者である加入者等

第５号

 戦傷病者特別援護法第４条第１項及び第２項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
 で、障害の程度が恩給法第４９条の２に定める項症又は第４９条の３の別表第１号表の３中第一款
 症であって、かつ、主たる生計維持者である加入者等

第６号

 介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定において要介護４又は５と認定された者で、か
 つ、主たる生計維持者である加入者等

第７号

全　額 加入者等の住居が、火災、自然災害等の被害により、保安器の機能が停止した場合第８号

市長が定める額 市長が特に必要があると認めた者第９号

脅ケーブルテレビジョンの利用料減免の内容が改正されています。


